
 

 

一般社団法人 宮城県警備業協会 

〒981-3105 仙台市泉区天神沢一丁目 4番 11号 

℡ 022⁻371-0310 FAX 022⁻773⁻6466 

info@mssa.jp 

http;//www.mssa.jp 
 

 

                                         令和７年１２月１日 

 

 

宮城県警備業協会 会員の皆様へ 

 

 

「宮城県、仙台市及び県内自治体発注の公共調達にかかる予算に関する要望

について」（お知らせ） 
                           

本年４月から宮城県が、従来自治体で導入されたものより踏み込んだ警備業務への低入札

価格調査制度（履行能力確認調査）を導入しました。 

みだし要望書については、労務委員会（勝又和成委員長 東洋ワークセキュリティ㈱）で

審議し、最低賃金を上回る賃金が支払えるように、低入札価格調査制度、最低制限価格制度

等を盛り込み、令和７年１１月１９日、第３回理事会で承認されました。 

現在、宮城県、仙台市をはじめ県内自治体に要望書を提出し、各自治体との意見交換を行

っております。 

すでに導入している自治体もあれば財政上の理由により従来どおりとの方針を示す自治体

もあります。そのような場合には間接工事費４１％の説明や中小企業庁、公正取引委員会の

取組について話しております。 

各自治体の取組状況につきまして情報提供をお願いいたします。 

なお、みだし制度を導入していない仙台市に提出いたしました要望書を添付いたしました

ので参考としてください。 
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一般社団法人宮城県警備業協会 

       専務理事 高橋 直嗣 
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